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上越市教育委員会規則第７号 

上越市学校給食費徴収規則の一部を改正する規則 

上越市学校給食費徴収規則（昭和４８年上越市教育委員会規則第１４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第７条を次のように改める。 

（準用） 

第７条 学校教職員その他の者の学校給食費の額及び納付については、児童及び生徒の例に

よる。ただし、学校給食費の月額については、「４，８９０円（３月分については、  

４，８６０円）」とあるのは「５，６６０円（３月分については、５，５７８円）」と、

「５，６８０円（３月分については、５，６００円）」とあるのは「６，４５０円（３月

分については、６，３１８円）」と、１食単価については、「２８０円」とあるのは、 

「３４９円」と、「３２５円」とあるのは、「３９４円」とそれぞれ読み替えるものとす

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和７年９月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の第７条の規定は、令和７年９月以後の月分の学校給食費について適用し、同年

８月までの月分の学校給食費については、なお従前の例による。 

 


